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平成２８年９月２日～９月２０日 

町議会定例会会議録 

 平成２８年９月２日第５回上三川町議会定例会は、上三川町役場議場に召集された。 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 篠塚 啓一   第２番 宇津木宣雄 

   第３番 海老原友子   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 髙橋 正昭   第８番 稲川  洋 

   第９番 石﨑 幸寛   第10番 勝山 修輔 

   第11番 生出 慶一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 松本  清   第14番 稲葉  弘 

   第15番 田村  稔   第16番 津野田重一 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 篠塚 啓一   第２番 宇津木宣雄 

   第３番 海老原友子   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 髙橋 正昭   第８番 稲川  洋 

   第９番 石﨑 幸寛   第10番 勝山 修輔 

   第11番 生出 慶一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 松本  清   第14番 稲葉  弘 

   第15番 田村  稔   第16番 津野田重一 

３．欠席議員 

   なし 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   議会事務局長 石戸  実  書記（総務係長） 遠井 正 

   書    記 柳田 裕子 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      隅内 久雄 

   教 育 長      森田 良司    総務課長      田中 文雄 

   企画課長      秋山 正徳    税務課長      伊澤 幸延 

   住民生活課長    小島 賢一    福祉課長      川島 信一 

   健康課長      梅沢 正春    保険課長      海老原俊輔 

   産業振興課長    石﨑  薫    都市建設課長    伊藤 知明 

   建築課長      川島 勝也    上下水道課長    小林  実 

   農業委員会事務局長 小池 光男    会計管理者兼出納室長 吉澤 佳子 

   教育総務課長    枝  淑子    生涯学習課長    星野 光弘 



 

   代表監査委員    舘野 治信 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

   日程第２  会期の決定 

   日程第３  報告第９号 議会の委任による専決処分事項の報告について（上三川小学校屋内運

動場新築工事請負契約の変更） 

   日程第４  報告第10号 平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

   日程第５  報告第11号 公益財団法人上三川町農業公社の経営状況説明書の提出について 

   日程第６  議案第45号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

   日程第７  議案第46号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

   日程第８  議案第47号 上三川町行政財産使用料条約の一部を改正する条例の制定について 

   日程第９  議案第48号 財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

   日程第10  議案第49号 平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第３号） 

   日程第11  議案第50号 平成２８年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   日程第12  議案第51号 平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   日程第13  議案第52号 平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   日程第14  議案第53号 平成２７年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

   日程第15  議案第54号 平成２７年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

   日程第16  議案第55号 平成２７年度上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   日程第17  議案第56号 平成２７年度上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   日程第18  議案第57号 平成２７年度上三川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   日程第19  議案第58号 平成２７年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

   日程第20  議案第59号 平成２７年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 
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午前１０時００分 開議 

○議長【津野田重一君】 皆さん、ご起立、願います。 

（全員起立） 

○議長【津野田重一君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【津野田重一君】 ご着席ください。 

 平成２８年第５回上三川町議会定例会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、平成２７年度決算を審議する大変重要な会議であります。議員各位には慎重に審議を尽

くされ、町民の負託に応えられますようご期待申し上げます。また、議会運営につきましてもご協力を

お願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 ただいまから平成２８年第５回上三川町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、議場内が暑くなっておりますので、上着の脱衣を許可いたします。 

 ただいま出席している議員は１６人です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程に入る前に諸般の報告をいたします。 

 議会事務局長に報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長【石戸 実君】 それでは、諸般の報告をいたします。 

 まず、監査関係では、例月現金出納検査結果が、平成２８年５月分から７月分までの３カ月分、平

成２８年６月に実施された財政援助団体等監査結果報告、及び平成２８年７月に実施された行政監査結

果報告が提出されております。 

 次に、組合議会関係では、平成２８年第２回石橋地区消防組合議会臨時会審議結果、及び平成２８年

第２回小山広域保健衛生組合議会臨時会審議結果が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長【津野田重一君】 諸般の報告内容につきましては、お手元に配付の資料のとおりであります。 

 日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１、会議録署名議員の指名を議題といたします。 

 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員に、１０番・勝山修輔君、１１番・生出慶一君を

指名いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会で慎重に審議され、お手元に配付のとおりで

あります。 

 会期日程案について、議会運営委員長の報告を求めます。１３番、議会運営委員長、松本 清君。 

（１３番・議会運営委員長 松本 清君 登壇） 
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○１３番・議会運営委員長【松本 清君】 平成２８年第５回上三川町議会定例会会期報告をいたしま

す。 

 本日招集されました平成２８年第５回町議会定例会の運営について議長より諮問され、８月１２日及

び２９日に議会運営委員会を開き協議をいたしましたので、その結果についてご報告をいたします。 

 本定例会に執行部から付議された案件は、報告３件、議案１５件で、一般質問通告者については１０

人でありました。 

 会期につきましては、本日９月２日から９月２０日までの１９日間といたしました。 

 １日目の本日は、会期等の決定後、執行部からの報告、議案を全て上程し、議案第４５号及び議案

第４６号については、人事案件のため委員会付託を省き採決をお願いいたします。次に、議案第４７号

及び議案第４８号については、提案説明後、質疑を行い、所管の常任委員会に付託し審査をお願いいた

します。 

 なお、付託する委員会は、お手元の付託案件一覧表のとおりであります。 

 議案第４９号から議案第５２号までの補正予算については、提案説明後、全体質疑・討論を行い、本

日、採決をお願いいたします。次に、議案第５３号から議案第５９号までの各会計決算の認定について

は、提案説明後、全体質疑を行い、議会の運営に関する要綱第２６条の規定に基づき決算特別委員会を

設置し、３日間の予定で審査をお願いいたします。 

 なお、決算特別委員会の委員につきましては、各常任委員会から３人を選考していただき、副議長を

加え、計７人でお願いしたいということで議会運営委員会において決定いたしました。本会議の中で委

員会設置の際に議長からお諮りいただきたいと思います。 

 ２日目及び３日目は休会といたします。 

 ４日目及び５日目は一般質問を行います。一般質問はくじで決定した順により、４日目５人、５日

目５人といたしました。 

 ６日目は休会といたします。 

 ７日目及び１１日目は常任委員会を開き、付託案件審査を行います。 

 ８日目から１０日目までは休会といたします。 

 １２日目から１４日目まで決算特別委員会を開き、平成２７年度決算審査を行いたいと思います。 

 なお、常任委員会及び決算特別委員会の開会は午前９時でお願いいたします。 

 １５日目から１８日目までは休会といたしますが、１５日目においては各委員会の審査結果報告書の

作成日としましたので、常任委員長及び決算特別委員長は報告書の取りまとめをお願いいたします。 

 １９日目を 終日として、委員長より付託案件の審査結果報告をいただき、質疑、討論、採決を行い、

全議案を議了したいと思います。また、 終日に総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会及び広報

委員会の研修結果報告、さらに、議会運営委員会の視察研修に係る議員派遣並びに閉会中の所掌事務調

査の採決をお願いいたします。 

 なお、諸般の都合で日程に変更があった場合は、議長において取り計らいをお願いいたします。 

 以上をもちまして、議会運営委員会としての報告を終わります。 

○議長【津野田重一君】 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から２０
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日までの１９日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から２０日までの１９日間と

決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第３、報告第９号「議会の委任による専決処分事項の報告について（上

三川小学校屋内運動場新築工事請負契約の変更）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました報告第９号「議会の委任による専決処分事項の報告

について」、ご説明いたします。 

 平成２７年１２月１０日に工事請負契約を締結いたしました上三川小学校屋内運動場新築工事におい

て、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項について変更請負契

約の締結を専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたが、報告第９号は、これをもって終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第４、報告第１０号「平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて」、及び日程第５、報告第１１号「公益財団法人上三川町農業公社の経営状況説明書の提出につ

いて」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました報告第１０号「平成２７年度健全化判断比率及び資

金不足率について」、ご説明いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、健全化判

断比率及び資金不足比率を監査委員に審査いただき、その意見を付して議会に報告し、公表することと

されておりますので、ここに報告するものでございます。 

 健全化判断比率につきましては、実質赤字比率と連結実施赤字比率は、赤字がありませんので該当な

しとなり、実質公債費比率は６.４％、将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため該

当なしとなりました。また、資金不足比率につきましては、各公営企業会計に赤字がありませんでした

ので、これも該当なしでございます。いずれの指標も早期健全化基準を大きく下回っておりますので、

本町の財政は健全と言えるものでございます。今後もこれらの指標を踏まえながら健全な財政運営に努

めてまいります。 

 次に、報告第１１号「公益財団法人上三川町農業公社の経営状況説明書の提出について」でございま

すが、地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により、上三川町農業公社の経営状況について、当該

法人の毎事業年度の事業計画及び決算を議会に報告するものでございます。農業公社の平成２７年度の
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決算額は、経常収益計２,３２０万６,５１９円、経常費用計２,３３２万１,５７８円でございます。ま

た、平成２８年度の予算額は、経常収益計２,２９９万７,０００円、経常費用計２,３１５万８,０００

円でございます。不足額の１６万１,０００円につきましては、経常外の一般正味財産により補填する

ものでございます。農業公社の経営状況についての詳細は、お手元の資料、報告第１１号、別紙１及び

別紙２をごらんいただきたいと存じます。 

 以上で、報告第１０号及び報告第１１号の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたが、報告第１０号及び第１１号は、これをも

って終わります。 

 ここで、教育長から退席の申し出がありますので、許可いたします。 

（教育長 森田良司君 退場） 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第６、議案第４５号「教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第４５号「教育委員会教育長の任命につき同意

を求めることについて」、ご説明いたします。 

 来る１１月９日をもちまして、教育委員森田良司氏の任期が満了し、それと同時に教育長としての任

期も満了することとなります。新たな教育長は、平成２７年４月１日施行の地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律第４条第１項の規定に基づき、首長が直接、教育長を任命するこ

ととされたことから、森田氏を教育長に任命したく議会の同意を求めるものでございます。 

 森田氏は、本町教育長として平成２４年１１月より就任され、その豊富な経験と創造性豊かなお人柄

を遺憾なく発揮され、本町の教育行政の充実・振興に尽力されてこられました。今後ともその高い識見

と長年培われた経験を教育環境の改善に発揮され、町教育行政の発展に寄与いただけるものと考えてお

ります。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、ご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件につきましては、質疑・討論を省き

直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、これから議案第４５号を採決いたします。 

 議案第４５号「教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて」、これに同意することに

賛成の方は起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立多数です。したがって、議案第４５号は同意することに決定いたしまし

た。 

（教育長 森田良司君 再入場） 
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    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第７、議案第４６号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第４６号「教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについて」、ご説明いたします。 

 来る９月３０日をもちまして、教育委員石戸照子氏が任期満了となるため、引き続き委員を務めてく

ださるよう慰留いたしましたが、後任に譲りたいとの辞意が固いことから、後任に梁在住の関 美恵氏

を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同

意を求めるため提案するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、ご同意くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件につきましては、質疑・討論を省き

直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、これから議案第４６号を採決いたします。 

 議案第４６号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」、これに同意することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第４６号は同意することに決定いたしまし

た。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第８、議案第４７号「上三川町行政財産使用料条例の一部を改正する条

例の制定について」、及び日程第９、議案第４８号「財産の取得について（消防ポンプ自動車）」の２

議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第４７号「上三川町行政財産使用料条例の一部

を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 本案件は、電気自動車急速充電器の使用に伴う使用料を徴収するため、１回３０分以内につき５４０

円の使用料を新たに定めるため、また、条文にある根拠法令の見直しのため本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 次に、議案第４８号「財産の取得について」、ご説明いたします。 

 本案件は、消防ポンプ自動車の老朽化に伴い更新するもので、地方自治法及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき提案するものでございます。財産の種類、数量に

つきましては、消防ポンプ自動車１台でございます。取得予定価格は１,７０６万４,０００円で、契約
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の相手方は小山市の合資会社渡辺商店でございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入るわけですが、質疑の後、

本議案についてはお手元の付託案件表のとおり所管の委員会に付託しますので、質疑の内容につきまし

ては、努めて基本的な事項にしておいてください。 

 なお、所属する委員会の内容につきましては、委員会において質疑をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。１０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 私は、消防車のほうは賛成なのですが、使用料のことについて、私の上三川

町では、「くるまとかんぴょうのまち 上三川」のキャッチフレーズで、皆さんがご存じのとおりだと

思います。日産のおかげでここまで来た町だと言っても過言ではないと思います。それに電気自動車の

使用料を取ってまですることはないと思っています。それで私は反対したいと思います。 

○議長【津野田重一君】 答弁は必要ですね。 

（「はい」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 議案第４７号の急速充電器の使用料の件につきましては、日産自動車から

当初、寄付をいただいて無料で実施していたわけですが、国のほうが、急速充電器の民間事業者、通常

のガソリンスタンドと同じように、電気のスタンドの充実を民間に図るため、公共機関においても有料

化を進めなさいという指針が、年度は忘れましたが、過去に出ております。それに従いまして、県内の

各市町でも有料化を進めているところでございます。本町においても、国のそういう指針に従いまして

有料化を図っていきたいと、そのようなことで今回、条例を提出いたしました。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 勝山修輔君。先ほどは質問ではなくて反対討論みたいな形になっていますが、

質問でお願いいたします。１０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 そうすると、３回ですから、今、よく聞きますが、それの売り上げがあって、

費用がどれだけかかって、それをやることによって財政の負担がどれぐらいあるのかを言っていただき

たいことと、国がそういうことをしなさいと言っていたから、行政はそのとおりしなければならないと

いう根拠は何であるのでしょうか。そうすると、「くるまとかんぴょうのまち 上三川」と言っている

ことも直さなければいけないのではないでしょうか。その辺のところをきちっと明確に、今、言った３

つをお答え願えますか。何年に国がこういうことを指導したから、何で今やらないで、もっと前にやる

べきだったのが今になったのか。幾らの費用がかかって、それをやることによって幾らの利益が見られ

るのか、それで、それが幾らの町の財政負担になるのか、はっきりと答えてください。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 先ほどの答弁で１点、修正したいと思います。日産と言いましたが、販売

店のほうということで、私の勘違いでしたので申しわけありません。 

 それでは、今の質問にお答えしたいと思います。まず、国の方針、いつごろ出たかということなので

すが、大変申しわけありませんが、私、今、出たときの資料はお持ちしていませんので、後日お答えし
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たいと思います。 

 次に費用でございますが、今回の急速充電器の整備の事業としては、約５００万円ほど見込んでおり

ます。そのうち、まだ確定はしておりませんが、１００万円ちょっとの補助金がもらえるかと思いまし

て、現在、申請しているところでございます。 

 ３点目、財政負担の状況でございますが、現在のところ、無料でやっている段階で、１日約５台程度

の利用があると想定されております。それが有料化をした場合、近隣市町の過去の実績で言うと、大体、

無料から有料にした場合、約２割程度に利用が下がる、あくまでも近隣市町の状況でございます。その

ような状況から、有料化後、実際に何台その機械を利用するかは、現在のところでは、あくまでも予想

になってしまいますので、はっきりした数字は申し上げられない状況でございます。あくまでも予想の

話になってしまいますので、この場でのお話は差し控えたいと思います。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 では、今まで無料にしていたときの費用は幾ら払っていたんですかというこ

とです。５台の費用です。いいですか、よく総務課長、聞きな。今、町が払っていた金、今まで電気料

を払ってきたわけだから、それが幾らかと聞いているわけ。今度この５台が、２割減ったとしたら何台

になるんですか。１台減って４台分ということになるんですよ。その４台分が幾らかかるのかというこ

と、そんなこと、今までの過去の話を聞いているので、これから減ることを聞いているのではないんで

す。町がそのために５００万円かかったというのは、それは設置の金額でしょ、それは。それは補助金

も出ているはずです。町がそっくり５００万円払って設置したわけではないでしょう。じゃあ、なぜ設

置したんですか。車の需要をよくしようということで、上三川町は「くるまとかんぴょうのまち 上三

川」だからやったんでしょう。やらなきゃよかったじゃないですか。やってきたことを、法律が変わる

たびにコロコロと変えることではないと言っているんです。未来の話を聞いているんじゃないですよ、

課長。今まで幾ら払ってきたのかと聞いているの。それも答えられないでは、何を答えたくてあんた、

しゃべっているの？ 私の質問をよく聞いてくれよ、３つしゃべっているんだから、それをちゃんと答

えなさいよ、議長も答えさせてくださいよ。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。何々課長と、そういう呼称で呼んでください。 

○１０番【勝山修輔君】 じゃあ、「課長」と呼びますから、きちっと説明させてくださいよ。 

○議長【津野田重一君】 ここで議論する問題ではないです。それはもう全協でお話ししたとおりでご

ざいます。総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 それでは、今の質問の、今までの電気料でございますが、年間１２０万円

ほど電気代がかかっておりました。 

 今後の有料化した後のことにつきましては、あくまでも予想になってしまうのですが……。 

○議長【津野田重一君】 予想の話はしないほうがいいです、議会ですから。 

○総務課長【田中文雄君】 確証がないものですから、申しわけありませんが、答弁は控えさせていた

だきます。 

○議長【津野田重一君】 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１０、議案第４９号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第３

号）」から、日程第１３、議案第５２号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）」までの４議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第４９号「平成２８年度上三川町一般会計補正

予算（第３号）」について、主なものをご説明いたします。 

 今回の補正予算は、当面する課題に適切に対応するとともに、額の確定、もしくは確定見込みのもの、

さらに、債務負担行為及び地方債の補正とあわせ、今後の町政運営に配慮することとして編成したもの

でございます。 

 まず、歳入につきましては、国庫支出金では、障がい児通所支援事業については利用者の増加により、

社会保障・税番号制度システム改修事業については事業費の確定見込みにより増額補正をいたします。

また、危険建物改築事業及び防災機能強化事業について補助金の減額補正をいたします。県支出金では、

障がい児通所支援事業については利用者の増加により、多面的機能支払事業及び農地災害復旧事業につ

いては事業費の確定見込みにより増額補正をいたします。繰入金では、特別会計の前年度決算の確定等

による繰入額の増額補正をいたします。また、財政調整基金繰入金の減額補正をいたします。繰越金で

は、前年度決算の確定に伴う増額補正をいたします。諸収入では、スポーツ振興くじ助成事業の額の確

定見込みにより減額補正をいたします。町債では、学校教育施設等整備事業に係る借り入れの減額補正

をいたします。 

 歳出につきましては、総務費で、自治体情報セキュリティ強化対策事業に係る委託料の増額補正を、

また、社会保障・税番号制度システム改修事業に係る委託料及び交付金の増額補正をいたします。民生

費では、障がい児通所支援事業に係る給付費を、農林水産業費では、多面的機能支払事業に係る交付金

を、土木費では、街路整備事業に係る委託料を、消防費では、消防設備整備事業に係る委託料を、それ

ぞれ増額補正いたします。教育費では、上三川小学校屋内運動場新築事業及び施設設備の維持改修に係

る工事請負費等の減額補正を、また、富士山公園テニスコートに係る修繕料を増額補正いたします。さ

らに、債務負担行為及び地方債の補正を行うものでございます。 

 この結果、補正予算の総額は５,００２万円の減額となり、補正後の平成２８年度一般会計予算

を１０９億７,０６０万２,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第５０号「平成２８年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」につい

て、ご説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増額、及び基金繰入金の減額など、歳出では、前年度国庫負担金の精算に

伴う償還金の増額などで、歳入歳出４,６４２万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ３７億５,７４２万３,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第５１号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」について、
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ご説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増額、歳出では、平成２７年度事業費の精算に伴う介護給付費準備基金積

立金及び国庫負担金等償還金の増額などで、歳入歳出１億７７９万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ２０億７,３７９万５,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第５２号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、

ご説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増額など、歳出では、後期高齢者広域連合納付金及び一般会計繰出金の増

額などで、歳入歳出３９４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億３,９９４万

円とするものでございます。 

 以上で各補正予算の説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては所管課長より説明させますので、慎重審議の上、可決くださいますようお

願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 所管課長の説明を求めます。企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 議案第４９号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第３号）」につ

いて、ご説明いたします。 

 事項別明細書によりご説明いたします。補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 まず、歳入についてご説明いたします。第１３款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目民生費負担金、

補正額７００万円につきましては、障がい児通所支援事業利用者の増に伴いまして国庫負担金の増額補

正を行うものでございます。 

 なお、補助率につきましては２分の１でございます。 

 第２項国庫補助金、１目総務費補助金、補正額８８７万２,０００円。これにつきましては、社会保

障・税番号制度に伴うシステム改修補助の額の確定によるものでございます。５目教育費補助金

の９,３２１万２,０００円の減額につきましては、上三川小学校屋内運動場に係る国庫補助金の額の確

定により危険物改築事業で８,０９５万６,０００円の減額、防災機能強化事業では１,２２５

万６,０００円を減額するものでございます。 

 第１４款県支出金、第１項県負担金、１目民生費負担金、補正額３５０万円につきましては、先ほど

の国庫負担金でご説明いたしましたとおり、障がい児通所支援事業利用者の増に伴い県負担金の増額補

正を行うものでございます。補助率については４分の１でございます。第２項県補助金、３目農林水産

業費補助金、補正額６２万６,０００円につきましては、多面的機能支払事業において対象面積の増に

伴いまして１０万２,０００円を、農地災害復旧事業で補助率の変更に伴い５２万４,０００円を補正す

るものでございます。 

 第１７款繰入金、第１項特別会計繰入金では、平成２７年度の事務費の確定によりまして、１目国民

健康保険事業特別会計繰入金で４８０万８,０００円、２目介護保険事業特別会計繰入金で１,７０８

万５,０００円、３目後期高齢者医療特別会計繰入金では８７万７,０００円を補正するものでございま

す。２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金では、繰越金の増に伴いまして基金からの繰入額を２

億７,１００万円減額するものです。 
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 第１８款第１項１目繰入金、これにつきましては、前年度繰入金の額の確定により３億６,８０２

万４,０００円を補正するものでございます。 

 第１９款諸収入、第４項３目雑入につきましては、スポーツ振興宝くじ助成事業の補助額の確定によ

るものでございます。当初２,０００万円を計上しておりましたが、一律２割の削減となったた

め４００万円を減額するものでございます。 

 ページをめくっていただきまして、第２０款第１項町債、３目教育費、これにつきましては国庫補助

金の減額、並びに事業内容の変更に伴い９,２６０万円を減額するものでございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 それでは、補正予算書の１４、１５ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 歳出でございます。２款１項４目交通安全対策費３万６,０００円の増額でございます。補正の理由

につきましては、８節報償費、高齢者運転免許証自主返納奨励費、こちらが当初見込みよりも返納者が

多いため増額補正するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 続きまして、１０目情報管理費、補正額２,２０２万４,０００円。こちら

につきましては、個人番号制度の運用に当たりまして、セキュリティ強化対策の一環として総合行政ネ

ットワークとインターネットの回線の分離によるシステム改修に伴う現調搬入費でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 税務課長。 

○税務課長【伊澤幸延君】 続きまして、２款２項徴税費、１目税務総務費、１３節委託料１３４

万４,０００円につきましては、社会保障・税番号制度システム整備に伴って総合運用テストを実施す

るための費用を追加するものでございます。２目賦課徴収費、１３節委託料３８万４,０００円につき

ましては、前納報奨金の廃止、及び過誤納の防止を目的に全期分の納付書を廃止したことによりコンビ

ニ収納件数の増加が見込まれるため補正するものでございます。 

○議長【津野田重一君】 住民生活課長。 

○住民生活課長【小島賢一君】 続きまして、同じページの中段でございます、第３項戸籍住民基本台

帳費、２目住民情報管理費についてご説明いたします。１３節委託料でございますが、社会保障・税番

号制度システムの総合運用テストを実施するため、住基システム連携テスト支援作業として１２

万９,０００円の増でございます。１９節負担金、補助及び交付金でございますが、マイナンバーにお

ける地方公共団体情報システム機構への交付金の額が示されたことにより７３６万円を増額補正するも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 続きまして、第３款民生費、第１項社会福祉費、２目障がい者福祉
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費、１３節委託料２４８万４,０００円の増額は、北地域福祉センターを改修するための設計費でござ

います。２０節扶助費１,４００万円の増額は、障がい児通所において利用者並びに利用回数が増えた

ことによるものです。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 保険課長。 

○保険課長【海老原俊輔君】 ５目老人福祉費２８万３,０００円の増でございますが、こちらにつき

ましては、コンビニエンスストア収納に係る増額補正に伴いまして、その財源としまして、各国民健康

保険事業特別会計に１８万円、介護保険事業特別会計に５万円、後期高齢者医療特別会計に５

万３,０００円をそれぞれ繰り出すものでございます。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 続きまして、第２項児童福祉費、３目保育所費、１２節役務費５

万２,０００円の増額、並びに１４節使用料及び賃借料１３万２,０００円の増額は、大山保育所建て替

えに伴う埋蔵文化財発掘調査期間中、仮園庭を設置しますので、仮園庭用の仮設トイレ２台のし尿くみ

取り手数料と賃借料でございます。１５節工事請負費２９８万１,０００円の増額は、仮園庭設置期間

中の保護者送迎用臨時駐車場の整備でございます。１８節備品購入費１０６万５,０００円の増額は、

仮園庭用物置３基の購入費用でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 産業振興課長。 

○産業振興課長【石﨑 薫君】 続きまして、第６款第１項３目農業振興費、１９節負担金、補助及び

交付金の１３万７,０００円の増額補正でございますが、農地のり面の草刈りや水路の泥上げなどを協

働で取り組むことに対しましての支援事業であります多面的機能支払いにおいて、現在取り組んでおり

ます２つの活動組織が活動範囲を拡大することになりましたことから、交付する交付金の額が増額にな

るため補正するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【伊藤知明君】 続きまして、第８款土木費、第４項都市計画費、３目街路事業費の補

正額３５１万６,０００円につきましては、１３節委託料で、町道２－２２号線、公園通りの道路詳細

設計業務と不動産鑑定評価業務を増額補正するものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 補正予算書の１６、１７ページをお開きいただきたいと思います。 

 第９款消防費、第１項消防費、３目消防施設費、１３節委託料１２３万円。こちらにつきましては、

今年度、第１分団第４部の消防詰所の用地の選定に当たりまして、農地のため造成等の工事が必要なた

め、その設計委託を補正で取ったものでございます。 

○議長【津野田重一君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【枝 淑子君】 続きまして、同ページの２段目、第１０款教育費、第２項小学校
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費、１目学校管理費についてご説明させていただきます。補正額１億２０９万７,０００円の減額の内

容は、１３節委託料で、上三川小学校屋内運動場の工事監理、及び上三川小学校屋内運動場新築事業の

財源見直しに伴い、施設維持改修事業について工事の先送りをした工事設計、合わせて１１５

万７,０００円の減額でございます。１５節工事請負費は、上三川小学校屋内運動場新築事業の事業費

がほぼ確定したことによる９,３００万円、先送りした北小フェンス改修事業工事９,２３６万円を減額

するものでございます。１９節負担金、補助及び交付金の水道加入金は、上三川小学校屋内運動場新築

事業で、雨水再利用施設を取りやめたことに伴い新たに給水管の布設を行うことによるものです。次に、

第３項中学校費、１目学校管理費でございますが、補正額６６０万６,０００円の減額は、上三川小学

校屋内運動場新築事業にかかわる財源の見直しで、小学校費同様、上三川中学校プール改修工事、及び

明治中学校教室等改修工事を先送りしたことにより委託料及び工事請負費を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 生涯学習課長。 

○生涯学習課長【星野光弘君】 続きまして、第５項保健体育費についてご説明いたします。１目保健

体育総務費、９節旅費の増額補正９万円につきましては、町スポーツ推進委員１名が平成２８年度スポ

ーツ推進委員功労者として、福井県で開催されます全国スポーツ推進委員研究協議会における表彰式に

出席することになりましたことから、随行職員１名を含めまして２名分の旅費を計上するものです。 

 次に、３目体育施設管理費、１１節需用費、修繕料の１０２万６,０００円の増額補正は、町テニス

コートの人工芝が摩擦により一部破損し、使用する上で危険な状態にあることから、人工芝の部分修繕

を実施するため計上するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 第１４款第１項１目予備費４１万円。こちらにつきましては端数調整でご

ざいます。 

 なお、ここで訂正させていただきたいと思います。先ほど、歳入の説明のところで、１８款繰越金の

ところを繰入金ということで申し上げたと思いますので、繰越金ということで訂正をさせていただきま

す。 

 ６ページにページのほう、お戻りいただきたいと思います。６ページでございます。第２表債務負担

行為補正でございますが、自治体情報セキュリティ強化対策事業におきまして、期間を平成２８年度か

ら平成３３年度までとし、限度額を５,０４８万円と定めるものでございます。 

 次に、第３表地方債補正、こちらにつきましては、学校教育施設等整備事業におきまして、補正前の

限度額４億３,５６０万円を、今回の歳入の補正に伴いまして、補正後の限度額を３億４,３００万円と

改めるものでございます。 

 以上で、平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第３号）の説明を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 会議途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。 

午前１０時５４分 休憩 
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午前１１時０６分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復しまして会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 先ほど勝山議員の質問に対してお答えできなかったものについてお答えい

たします。 

 国のほうでは、ＥＶ・ＰＨＶタウン構想推進検討会というところで、平成２６年８月に急速充電器へ

の課金を推進するということで示されております。先ほど「指針」と申し上げましたが、「推進」とい

うことであわせて訂正したいと思います。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 保険課長。 

○保険課長【海老原俊輔君】 それでは、先ほどに引き続きまして、議案第５０号「平成２８年度上三

川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開きください。２の歳入からご説明いたします。 

 第４款国庫支出金、第２項国庫補助金、３目制度関係業務準備事業補助金６４万８,０００円につき

ましては、平成３０年度から財政運営の主体が県に移行することに伴いまして、納付金算定に関するシ

ステム改修に伴う経費の助成でございます。 

 第１０款繰入金、第１項繰入金、１目基金繰入金５,３０５万１,０００円の減額につきましては、前

年度繰越金の増額補正に伴いまして、保険給付基金からの繰り入れの必要がなくなったために減額する

ものでございます。２目一般会計繰入金１８万円の増額につきましては、賦課徴収費の増額補正の財源

として、職員給与費等繰入金を増額するものでございます。 

 第１１款第１項繰越金、２目その他繰越金９,８６４万６,０００円につきましては、平成２７年度の

繰越金の額の確定によるものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開きください。３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費の１３節委託料６４万８,０００円につきまして

は、先ほどの歳入でご説明いたしましたが、平成３０年度から財政運営の主体が県に移行することに伴

いまして、納付金の算定に関しましてシステム改修に伴う経費として増額補正をするものでございます。 

 第１款総務費、第２項徴税費、１目賦課徴収費、１３節委託料１８万円につきましては、コンビニエ

ンスストアの収納件数が当初見込みよりも増加することが予想されることから増額補正をするものでご

ざいます。 

 第８款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、３目一般被保険者償還金４,０７８万７,０００円に

つきましては、平成２７年度の療養給付費等国庫負担金の額の確定による国への返還金でございます。 

 第８款第２項繰出金、１目一般会計繰出金４８０万８,０００円につきましては、平成２７年度職員

給与費出産一時金の額の確定による一般会計への返還金でございます。 

 続きまして、議案第５１号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」につ
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いてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。２の歳入からご説明いたします。 

 第８款繰入金、第１項一般会計繰入金、５目その他一般会計繰入金５万円につきましては、賦課徴収

費の増額補正のための財源として事務費繰入金を増額するものでございます。 

 第９款第１項１目繰越金１億７７４万５,０００円につきましては、平成２７年度の繰越金の額の確

定によるものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開き願います。３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第２項徴収費、１目賦課徴収費、１３節委託料の５万円につきましては、こちらもコ

ンビニエンスストアの収納件数が当初の見込みより増加することが予想されることによりまして、増額

補正するものでございます。 

 第４款基金積立金、第１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金の８,０２７万３,０００円に

つきましては、平成２７年度事業の確定に伴いまして、精算額を介護給付費準備基金に積み立てるもの

でございます。 

 第５款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、２目償還金１,０３８万７,０００円につきましては、

平成２７年度介護給付費の額の確定に伴うものが６７０万９,０００円、平成２７年度地域支援事業費

の額の確定に伴うものが３６７万８,０００円で、それぞれ国、県並びに社会保険診療報酬支払基金へ

の返還金でございます。 

 第５款諸支出金、第２項繰出金、１目一般会計繰出金１,７０８万５,０００円につきましては、平

成２７年度の事業費の確定に伴う一般会計への返還金でございます。 

 続きまして、議案第５２号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」に

ついてご説明いたします。 

 補正予算書１０ページ、１１ページをお開き願います。２の歳入からご説明いたします。 

 第３款繰入金、第１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金５万３,０００円につきましては、賦課徴

収費の増額補正のための財源として補正するものでございます。 

 第５款第１項繰越金、１目繰越金３８８万７,０００円につきましては、平成２７年度の繰越金の額

の確定によるものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開き願います。３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第２項徴税費、１目賦課徴収費５万３,０００円につきましては、こちらもコンビニ

エンスストアの収納件数の増加の見込みによりまして、１３節委託料を増額補正するものでございます。 

 第２款後期高齢者広域連合納付金、第１項後期高齢者広域連合納付金、１目後期高齢者広域連合納付

金でございますが、こちらの３０１万円につきましては、平成２７年度納付金の繰越納付分でございま

す。 

 第３款諸支出金、第２項繰出金、１目一般会計繰出金８７万７,０００円につきましては、平成２７

年度の事務費の確定に伴う一般会計への返還金でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。１４番、稲
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葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 何点か質問なんですけれども、一般会計なんですけど、１１ページ、先ほど

説明があったと思うんですけれども、社会福祉費負担金７００万円ということで、説明では増というこ

となんですけれども、具体的な内容、どういう状況で増えたのかということ、それをお聞きしたいと思

います。 

 それと、あとは下から３段目ぐらいなんですけれども、基金繰入金の中で財政調整基金繰入金という

ことで２億７,１００万円ということなんですけれども、先ほどの８月の補正ですと、大企業への法人

町民税への還付ということで５億４,０００円万円ですか、補正で対応しておりますけれども、この調

整基金というのは現在幾らぐらいあるのか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 先ほどご質問の１１ページのほうの社会福祉費負担金７００万円の増額に

つきましては、障がい児通所、こちらの利用者増によるものです。これにつきましては、今年度当初で

見込んだのが４０人で、月当たり１６０日程度を見込んでいたところなのですけれども、６月現在です

と実利用者が５４人、月当たりで２６６日ということで利用等が増えているために今回増額するもので

す。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 先ほどのご質問にお答えします。財政調整基金のほう、８月のところ

で１０億７,０００万円ほど基金のほうから繰り入れることといたしました。今回につきましては、９

月決算で、ごらんいただきたいのは１８款のところで、繰越金のほうが出てまいりましたので、その分

について基金のほうに戻すという形でございます。ご質問の、基金は幾らあるかということでございま

す。８月の補正が可決になった段階で９億５,５００万円程度ございます。今回それに２億７１００万

円を積み増すということでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。１２番、稲見敏夫君。 

○１２番【稲見敏夫君】 一般会計補正の１５ページ、社会福祉費、障害者福祉費の委託料のほう

で２４８万４,０００円ということで、設計で取ってありますが、これはちょっと具体的に細かく説明

をお願いします。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 これにつきましては、北地域福祉センターのほうを今回、障がい児の通所

施設のほうに改修するための設計委託料になります。障がい児の通所施設につきましては、平成１４年

から下野市のこばと園のほうにお願いしまして実施していたところですけれども、利用者増もありまし

て上三川町内でできないかということで、２７年度から上三川ふれあいの家ひまわりのほうで、小学校

に上がった段階の子どもたちについて、放課後等デイサービスですが、そちらを始めたところでござい

ます。小学校に上がっていない子たちについても実施するためには、上三川ふれあいの家ひまわりでは

ちょっと狭いということで、北地域福祉センターのほうを改修して、こちらで障がい児通所事業として
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行うために今回、設計のほうを予算化したものです。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 １２番、稲見敏夫君。 

○１２番【稲見敏夫君】 そうしますと、現在、もとの願成寺児童館、今やっていると思うんですが、

その辺の位置づけはどのようになるのでしょうか。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 子どもたちの居場所づくりということにつきましては、福祉課サイドから

ということではちょっとおかしいのですけれども、北小学校内において放課後等、生涯学習課のほうの

事業なのですけれども、そちらをやっていただくということで、これから検討とか、話し合いを進める

ような形で考えております。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで討論を終わります。 

 これから順次採決いたします。まず、議案第４９号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第３

号）」について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立多数です。したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号「平成２８年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１４、議案第５３号「平成２７年度上三川町一般会計歳入歳出決算書

の認定について」から、日程第２０、議案第５９号「平成２７年度上三川町水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について」まで７議案を一括議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 それでは、議案第５３号から議案第５９号までの決算の認定関係につきまして、

各会計決算の概要について一括してご説明いたします。 

 別冊でお配りいたしました「平成２７年度上三川町一般会計・特別会計及び水道事業会計決算の概要

と主要施策」の説明書をごらんいただきたいと存じます。 

 まず、２ページからになりますが、一般会計につきましては、当初予算額９５億７,９００万円、繰

越事業費１億９,２８３万円を計上し、その後、総額１８億９,７１５万４,０００円の増額補正を行い、

終予算総額は１１６億６,８９８万４,０００円となりました。歳入決算額は１１９億２,９４０

万１,６１３円、前年度と比較して１３億８,５１０万１,５１９円、１３.１％の増となりました。また、

歳出決算額は１１３億３６１万４,５３９円、前年度と比較して１３億１,８３７万５,１４３

円、１３.２％の増となりました。その結果、形式的な収支差引額は６億２,５７８万７,０７４円とな

りました。実質収支は５億６,８０２万４,３７２円の黒字となり、これを次年度に繰り越すことになり

ました。 

 次に、歳入歳出決算の主な内容について申し上げます。 

 まず歳入であります。歳入の構成比は町税６４.０％、国庫支出金９.０％、県支出金６.９％、地方

消費税交付金５.４％、地方交付税４.９％、繰越金４.７％、地方譲与税１.２％の順となっています。

財源別では、収入調達の分類で、自主財源８４億７,１６３万８０４円、構成比７１.０％、依存財

源３４億５,７７７万８０９円、構成比２９.０％。使途の分類で、一般財源９７億３,８４２

万３,６８４円、構成比８１.６％。特定財源２１億９,０９７万７,９２９円、構成比１８.４％となり

ました。 

 次に歳出について申し上げます。構成比では、民生費３０.３％、総務費２３.１％、教育

費１０.４％、土木費１０.２％、公債費７.２％の順となっています。また、性質別構成比では、扶助

費１７.６％、積立金１５.９％、物件費１４.６％、人件費１４.３％、繰出金１３.９％、補助費

等１０.６％の順になっています。義務的経費、任意的経費の区分では、義務的経費４４億１,７０８

万７,０００円、構成比３９.１％、任意的経費６８億８,６５２万８,０００円、構成比６０.９％とな

りました。また、消費的経費、投資的経費、その他の経費の区分では、消費的経費６５億１,１６０

万２,０００円、構成比５７.６％、投資的経費５億８,２６４万６,０００円、構成比５.２％、その他

の経費４２億９３６万７,０００円、構成比３７.２％となりました。 

 なお、町債の平成２７年度末現在高は７１億９,１１５万３,０００円で、町民一人当たりの現在高

は２２万９,０４７円となりました。 

 以上が一般会計決算の概要であり、主な事務事業の概要と成果については５ページ、６ページに目を

通していただきたいと思います。 

 次に、７ページをお開きください。国民健康保険事業特別会計決算につきましては、歳入３８

億９,２００万７,０８０円、前年度対比３億３,４９４万８,８９３円、９.４％の増、歳出３７

億４,２１５万９,９００円、前年度対比３億８,４３６万６,８１９円、１１.４％の増で、差し引き１
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億４,９８４万７,１８０円を次年度に繰り越すことになりました。 

 介護保険事業特別会計決算につきましては、歳入１９億７,７０６万６,１７９円、前年度対比１

億１,１４７万８００円、６.０％の増、歳出１８億３,７６５万７,６００円、前年度対比５,３２９

万３,１６６円、３.０％の増で、差し引き１億３,９４０万８,５７９円を次年度へ繰り越すことになり

ました。 

 後期高齢者医療特別会計決算につきましては、歳入２億１,５２５万３,４３０円、前年度対比６７０

万４,８７９円、３.２％の増、歳出２億８５０万１,７９４円、前年度対比５７３万９,４８２

円、２.８％の増、差し引き６７５万１,６３６円を次年度へ繰り越すことになりました。 

 次に、公共下水道事業特別会計決算につきましては、歳入１２億４２０万７,３９９円、前年度対

比１億６,０６３万４,２４２円、１１.８％の減、歳出１１億７,２６２万２,０２５円、前年度対比１

億６,８４１万１,１６７円、１２.６％の減で、差し引き３,１５８万５,３７４円を次年度へ繰り越す

ことになりました。 

 農業集落排水事業特別会計決算につきましては、歳入３億１,８２４万４,３３３円、前年度対

比２,３９４万８,６５９円、８.１％の増、歳出３億５０９万５,１０６円、前年度対比１,８８８

万７１１円、６.６％の増で、差し引き１,３１４万９,２２７円を次年度へ繰り越すことになりました。 

 続きまして、水道事業につきましては、平成２７年度の業務概要について申し上げます。 

 給水戸数１万２０戸、給水人口２万７,３３０人で、行政区域内普及率が８７.０％となり、前年度よ

り０.４％増加いたしました。 

 収益的収入及び支出の決算について申し上げますと、収入総額５億８,８４６万５,８４３円、支出総

額５億１,４２９万９,９８８円で、当年度利益が７,４１６万５,８５５円となりました。 

 なお、この利益につきましては、全額を減債積立金に積み立てを行い処分いたします。 

 次に、資本的収入及び支出の決算について申し上げますと、収入総額７,６７０万５,２００円、支出

総額２億６,２２１万７,９２８円となりました。 

 以上で、平成２７年度における各会計決算の概要と主要施策の成果について説明を終わります。 

 なお、決算書の内容については、会計管理者及び上下水道課長より説明をさせます。 

○議長【津野田重一君】 会計管理者及び上下水道課長の説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者兼出納室長【吉澤佳子君】 それでは、厚い冊子になっております平成２７年度の決算書

のほうをご用意ください。 

 ただいま町長より決算の概要と主要施策についての説明がございましたので、これからの説明につき

ましては、町長の説明と重複しないよう、主なものについてご説明をいたします。 

 それでは、１３ページ、１４ページをお開き願います。 

 一般会計の歳入でございます。まず、第１款町税、右側の１４ページ、 上段左から２列目、収入済

額は７６億３,６４５万２,５４０円でございます。前年度と比較いたしまして１８億８,７６０

万７５７円の増でございます。これは、企業業績の改善などに伴い法人町民税の増によるものでござい

ます。次に町税の不納欠損でございますが、同じ欄の右側にございます不納欠損額は１,２９３

万２,１４６円でございます。内訳ですが、町税の個人が１０５人、法人が７社、固定資産税が１１０
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人、都市計画税が３９人、軽自動車税が１１４人、実人数では３３６人分のものを不納欠損いたしまし

た。次に、その右側、収入未済額は２億４５６万５,５２６円でございます。内訳は、町民税の個人

が１,３１７人、法人が４７社、固定資産税が１,１０９人、都市計画税が４５１人、軽自動車税

が６３３人で、実人数では３,１０６人分の収入未済がございました。町税全体の調定額に対する徴収

率につきましては、備考欄にありますように９７.２％で、前年度より０.８ポイントの増でございます。

過日、下野新聞にありましたように、県内 上位の徴収率となっております。 

 続きまして、２１、２２ページをお開き願います。 

 第１１款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、２節児童福祉費負担金でございま

す。２２ページの中ほどにございます、これは保育料でございます。収入済額は１億１,９６２

万７,５００円で、内訳は備考欄のとおりでございます。収入未済額は４８０万７,５００円で、現年度

分１０人分、過年度分１９人分のものでございます。 

 続きまして、次のページ、２３、２４ページをお開き願います。 

 第１２款使用料及び手数料、１項使用料、５目土木使用料、３節住宅使用料でございます。２４ペー

ジの中段下でございますが、まず、収入済額は２,４６９万６,８５０円で、内容は備考欄のとおりでご

ざいます。収入未済額は１３１万７,３５０円でございます。これは、町営住宅及びこれに付帯する駐

車場の使用料で、実際の未納世帯数は１７世帯でございます。 

 続きまして、４３、４４ページをお開き願います。 

 第１９款諸収入、３項貸付金元利収入、２目住宅新築資金等貸付金元利収入、１節滞納繰越分でござ

います。右側、４４ページ、上から３段目、収入済額は１０万円で、内容は備考欄のとおりでございま

す。収入未済額は３,０４１万９,０４６円で、内訳、件数は、住宅新築資金５件、住宅改修資金１件、

住宅取得資金６件でございます。実質貸付人数は７人分でございます。 

 続きまして、次のページ、４５、４６ページをお開き願います。 

 後の段に平成２７年度一般会計歳入合計がございます。収入済額の合計は、右側４６ページ、一番

下の段、左から２列目に書いてありますが、１１９億２,９４０万１,６１３円となりました。調定額に

対する収入率は９７.９１％でございます。 

 続きまして、一般会計歳出でございます。歳出につきましては、この後、予定されております決算特

別委員会で各所管課より説明がありますので、私のほうからは予備費の充当について主なものをご説明

いたします。 

 ５１、５２ページをお開き願います。 

 右側、５２ページ、備考欄の下から３段目に括弧書きで「予備費より充当」８７万３,０００円でご

ざいます。これは、第２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費、１節需用費に予備費を充当した

もので、内容は高速道路走行中に飛び石により破損した町所有大型バスのフロントガラス修繕を行った

ための充当でございます。 

 次に、７１、７２ページをお開き願います。 

 右側７２ページの備考欄の中ほど、予備費より充当４７万５,０００円でございます。これは、同じ

く２款総務費で５項統計調査費、１目統計調査総務費、１３節委託料に充当したもので、内容は、平
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成２７年度に実施した国勢調査で調査員の参考地図として専用ソフトによる詳細、適正な地図作成が必

要になったため業務委託したことによる充当でございます。 

 次に、７９、８０ページをお開き願います。 

 右側、８０ページ上から３段目、予備費より充当１１６万３,０００円、その２段下、４９

万７,０００円でございます。これは第３款民生費１項社会福祉費、４目上三川いきいきプラザ管理

費、１１節需用費と１５節工事請負費への充当でございます。これらの内容の主なものは、いきいきプ

ラザの浴槽温水循環ポンプの修繕、及び浴室床材等の修繕、また採暖室扉破損に伴いビニールカーテン

設置等の工事に急を要したための充当でございます。 

 次に、９９、１００ページをお開き願います。 

 右側１００ページ、上から６段目、予備費より充当４３万６,０００円でございます。これは第４款

衛生費、２項清掃費、２目じん芥処理費、１節需用費への充当でございます。内容は、じん芥車のエン

ジン及びヒーターが故障し、修繕料に不足が生じたための充当でございます。 

 少し飛びまして１２５ページ、１２６ページをお開き願います。 

 右側１２６ページ、備考欄中ほど、予備費より充当７４万円でございます。これは、第９款消防

費、１項消防費、２目非常備消防費、１節報酬への充当でございます。内容は、昨年発生しました台風

災害への対応に伴い、消防団員の出動回数及び出動人数が増えたことにより不足が生じたための充当で

ございます。 

 続きまして、１３５、１３６ページをお開き願います。 

 右側、１３６ページ、備考欄中ほど、予備費より充当８８万１,０００円でございます。第１０款教

育費、２項小学校費、１目学校管理費、１節需用費に充当したものでございます。内容は、明治南小学

校会議室の空調設備が故障し、特別支援に係る事業に支障を来すため急ぎ修繕が必要となり、充当した

ものでございます。 

 続きまして、１４５、１４６ページをお開き願います。 

 右側、１４６ページ、備考欄、上から６段目、予備費より充当７２万６,０００円は、同じく第１０

款教育費、４項社会教育費、３目図書館費、１１節需用費に充当したものでございます。内容は、図書

館の空調設備の圧縮機が故障し、夏期休業中の時期であり、早急な対応が必要となったための充当でご

ざいます。 

 続きまして、１５７ページ、１５８ページをお開き願います。 

 一番下の段に、平成２７年度一般会計歳出の合計がございます。１５７ページ、右から３列目、予算

現額の合計は１１６億６,８９８万４,０００円でございます。 

 １５８ページ一番下の支出済額の合計は１１３億３６１万４,５３０円でございます。予算現額に対

する執行率は９６.８６％でございました。 

 続きまして、国民健康保険特別会計でございます。 

 １６７、１６８ページをお開き願います。まず、歳入でございます。第１款保険税でございます。右

側、１６８ページ 上段、左から２列目にございます収入済額は８億８,３７７万８１０円でございま

す。不納欠損額は２,３６９万２８６円、実人数１５８人分を処分いたしました。次に、収入未済額
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は３億９３８万２,１４０円で、実人数１,３３１人分のものでございます。保険税の調定に対する徴収

率につきましては、備考欄にありますとおり７２.６％でございます。 

 続きまして、１８３、１８４ページをお開き願います。 

 国民健康保険事業特別会計の歳入合計でございます。右側１８４ページ一番下の段をごらんください。

調定額の合計は４２億２,５０６万５,６０６円、収入済額の合計は３８億９,２００万７,０８０円で、

調定に対する収入率は９２.１２％でございます。 

 続きまして歳出でございます。２０３、２０４ページをお開き願います。 

 国民健康保険特別会計の歳出合計でございます。右側、２０４ページ、一番下の段をごらんください。

予算現額の合計は３８億６,２１６万４,０００円、支出済額の合計は３７億４,２１５万９,９００円で、

予算現額に対する執行率は９６.８９％でございました。 

 次に、介護保険事業特別会計でございます。２１３、２１４ページをお開き願います。 

 まず、歳入でございます。第１款保険料、右側、２１４ページ、一番下左側から２列目、収入済額

は４億２,１５６万２,５４２円でございます。不納欠損は１７９万５,５００円で、実人数４３人分を

処分いたしました。次に、収入未済額は８７６万７,４９０円で、実人数２２７人分のものでございま

す。調定額に対する収入率は、備考欄にありますように、９７.６％でございます。 

 続きまして、２２５、２２６ページをお開き願います。 

 介護保険事業特別会計の歳入合計でございます。右側、２２６ページ、一番下の段をごらんください。

調定額の合計は１９億８,７６２万９,１６９円、収入済額の合計は１９億７,７０６万６,１７９円で、

調定額に対する収入率は９９.４６％でございました。 

 続きまして、介護保険事業特別会計の歳出でございます。２４７、２４８ページをお開き願います。 

 一番下の段をごらんください。歳出の合計がございます。予算現額の合計は１９億５,０１２万円、

支出済額の合計は１８億３,７６５万７,６００円、予算額に対する執行率は９４.２３％でございます。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計でございます。２５７、２５８ページをお開き願います。 

 まず、歳入でございます。第１款保険料、 上段右側、２５８ページの左から２列目になります。収

入済額は１億５,３１５万６,６６６円でございます。不納欠損額は４,２００円で、実人数１人分でご

ざいます。収入未済額は１５９万６,７７０円で、実人数４７人分のものでございます。調定額に対す

る徴収率は、備考欄にありますように、９９.０％でございます。 

 続きまして、２６１、２６２ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計の歳入合計でござい

ます。調定額合計は２億１,６８５万４,４００円、収入済額の合計は２億１,５２５万３,４３０円で、

調定額に対する収入率は９９.２６％でございました。 

 続きまして、２６７、２６８ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計の歳出合計でござい

ます。予算現額の合計は、２億１,４９５万６,０００円、支出済額の合計は２億８５０万１,７９４円

で、予算現額に対する執行率は９６.９９％でございます。 

 次に、公共下水道事業特別会計でございます。２７７、２７８ページをお開き願います。 

 まず歳入でございます。第１款分担金及び負担金、右側、２７８ページ一番上の段をごらんください。

収入済額は３,４１５万５,２１９円でございます。収入未済額は４１５万３,２２８円で、これは受益
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者負担金８３人分でございます。 

 続きまして、同じページですが、第２款使用料及び手数料でございます。中ほどにあります収入済額

は２億８,８９１万２,４０４円でございます。不納欠損額は８万１,９９４円で２０人分でございます。

収入未済額は２９７万９,９９５円、下水道使用料５２４人分でございます。 

 続きまして、２８１、２８２ページをお開き願います。 

 右側、２８２ページ一番下をごらんください。公共下水道事業特別会計の歳入合計でございます。調

定額の合計は１２億１,１４２万２,６１６円、収入済額の合計は、１２億４２０万７,３９９円で、調

定額に対する収入率は９９.４０％でございます。 

 続きまして、歳出でございます。２８３、２８４ページをお開き願います。 

 右側、２８４ページ、下から３段目、予備費より充当５７万３,０００円は、消費税の修正申告によ

る追加納付に当たり不足が生じたための充当でございます。 

 次に、２８７、２８８ページをお開き願います。 

 一番下の段をごらんください。公共下水道事業の歳出合計でございます。予算現額の合計は１１

億８,７５９万４,０００円、支出済額の合計は１１億７,２６２万２,０２５円で、予算現額に対する執

行率は９８.７３％でございました。 

 次に、農業集落排水事業特別会計でございます。２９７、２９８ページをお開き願います。 

 まず歳入でございます。第１款分担金及び負担金の 上段、２９８ページ、左から２列目になります

が、収入済額は４４７万２,７００円でございます。次に、収入未済額は１８３万５,１００円で、これ

は大山地区ほか３地区全体の分担金で、延べ４８人分の未済がございました。 

 続きまして、同じ２９８ページ中ほど、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、１目農業集落排水

使用料、１節農業集落排水使用料ですが、収入済額は５,１８９万３,４５４円で、内訳は備考欄のとお

りでございます。収入未済額は３５万５,４２４円で、実人数５２人分の未済がございました。 

 次に、２９９、３００ページをお開き願います。 

 歳入の合計でございます。右側３００ページ一番下の欄をごらんください。調定額の合計は３

億２,０４３万４,８５７円で、収入済額の合計は３億１,８２４万４,３３３円でございます。調定額に

対する収入率は９９.３１％でございました。 

 続きまして、歳出でございます。３０３、３０４ページをお開き願います。 

 一番下の段、歳出合計欄をごらんください。予算現額の合計は３億９,９１０万円、支出済額の合計

は３億５０９万５,１０６円で、予算現額に対する執行率は９８.４４％でございました。 

 続きまして、３０７、３０８ページをお開き願います。 

 一般会計、特別会計実質収支に関する調書でございます。実質収支額の各会計総合計額は、３０８ペ

ージ右下にありますように、９億８６４万３６８円の黒字決算となりました。 

 なお、各会計の収支につきましては町長から説明がありましたので、私のほうからは省略させていた

だきます。 

 次に、３１１、３１２ページをお開き願います。 

 財産に関する調書でございます。１の公有財産（１）土地及び建物についてでございます。一番下の
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段、総合計をごらんください。土地につきましては、決算年度中増減高１０９平米の増でございます。

これは大山コミュニティ運動広場から大山保育所への用途の変更、また、測量による訂正などによる増

減でございます。建物につきましては、右側、３１２ページ一番下の段、右から２列目にございます、

延べ面積合計の決算年度中増減高は、合わせて１,００２平米の減でございます。これは、上三川小学

校屋内運動場建て替えによる既存建物の解体をしたことによる減と、公有財産管理台帳作成業務におけ

る公有財産の再調査に伴う誤記訂正などによる増減でございます。 

 続きまして、次のページ、３１３ページをお開き願います。 

 （２）並木杉でございます。並木杉は決算年度中の増減はございませんでしたので、決算年度末現在

高は１本でございます。 

 次に（３）出資による権利についてでございます。表をごらんいただきまして、一番下の欄、公益信

託上三川町ふるさと人材育成奨学基金において、決算年度中増減高が１３８万９,３２６円の減となっ

ております。これは、主に学資給付によるものとして１００万円の減で、奨学件数で１１９人分でござ

います。 

 次に、３１４ページ、２の物品でございます。決算年度末現在高における変動はございませんでした。 

 次のページ、３１５ページ、３の債権でございます。住宅新築資金等貸付金の決算年度中の増減高

は１０万円でございます。内訳ですが、住宅新築資金貸付金、及び住宅取得資金貸付金に各５万円の返

済がありました。決算年度末現在高は２,５３９万８,４００円でございます。 

 続きまして、４の基金でございます。総括表をごらんください。現金につきましては、決算年度中増

減高は１８億７,８９４万８,２９４円でございます。財政調整基金ほか１２基金における積み立て、繰

り出し、利子積立の増減によるものでございます。現金の決算年度末残高は５３億８,１２７

万１,２８２円でございます。その下、印紙、証紙につきましては、個別の基金の印紙等購買基金とし

て旅券事務執行等に伴う印紙等の購入、さらには売りさばきによる増減でございます。その下、土地に

つきましては決算年度中の増減はありませんでした。これによりまして、基金全体の決算年度末現在高

は５３億８,２９７万３,９２２円となりました。 

 その下以降に書いてあります財政調整基金以下個別基金につきましては記載のとおりでありますので、

説明は省略させていただきます。 

 私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 会議途中ですが、昼食のため休憩いたします。 

午後０時０１分 休憩 

 

午後１時００分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復しまして会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【小林 実君】 引き続きまして、議案第５９号「平成２７年度上三川町水道事業会計
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剰余金の処分及び決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 決算書の３２３、３２４ページをお開きください。 

 決算報告書、（１）収益的収入及び支出の、まず収入についてごらんください。第１款水道事業収益、

決算額６億２,４６７万２,１９４円で、対前年度比０.９％の増でございます。第１項営業収益４

億８,１５９万７,７８２円につきましては、主に水道料金及び加入金等でございます。第２項営業外収

益１億４,３０７万４,４１２円につきましては、主に長期前受金戻入、及び一般会計からの補助金でご

ざいます。 

 次に、支出をごらんください。第１款水道事業費用、決算額５億４,３３９万９,８４９円で、対前年

度比１％の減でございます。第１項営業費用４億７,３６１万７,５２４円は、主に経常経費及び減価償

却費等でございます。第２項営業外費用６,９７６万２,８２０円は、企業債支払利息等でございます。 

 次の３２５、３２６ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出の、まず収入についてごらんください。第１款水道事業収入、決算

額７,６７０万５,２００円で、対前年度比２６.２％の減でございます。第２項出資金４,２００万円は、

一般会計からの出資金でございます。第３項負担金３,４７０万５,２００円は、消火栓設置及び配水管

布設替えに伴う負担金でございます。 

 次に支出でございますが、第１款水道事業支出、決算額２億６,２２１万７,９２８円で、対前年度

比４.１％の減でございます。第１項建設改良費１億３,９００万３,３５０円は、配水管布設等の工事

請負費でございます。第２項企業債償還金１億２,３２１万４,５７８円は、企業債の元金償還金でござ

います。 

 なお、３２５ページの下段に表示されておりますが、決算額において資本的収入額が資本的支出額に

不足する額１億８,５５１万２,７２８円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６９４

万５,２４５円、過年度分損益勘定留保資金１億７,８５６万７,４８３円をもって補填したものでござ

います。 

 続きまして、次の３２７ページをお開きください。 

 平成２７年度上三川町水道事業損益計算書についてご説明申し上げます。この計算書は、水道事業

の１年間の収益と費用の状態を明らかにしたものを税抜きであらわしたものでございます。 

 まず、１の営業収益、合計、真ん中の列の上段になりますが、４億４,６７２万６,７３５円となりま

した。それに対しまして２の営業費用、合計、真ん中の列の２段目になります、４億６,４９０

万９,７４１円でございました。差し引いた営業利益は、右端の列の中段になりますが、１,８１８

万３,００６円のマイナスでございます。 

 次に３の営業外収益、合計、真ん中の列、上から３段目になりますが、１億４,１７３万９,１０８円

となりました。それに対しまして、４の営業外費用、合計、真ん中列の 下段になります、４,９３７

万２,１８６円でございました。また、経常利益は、右端の列の 下段になりますが、７,４１８

万３,９１６円となりました。 

 続きまして、３２８ページに移ります。４行目の６の特別損失は、合計で１万８,０６１円でござい

ました。前ページの経常利益７,４１８万３,９１６円から特別損失の１万８,０６１円を差し引い
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た７,４１６万５,８５５円が当年度の純利益となったものでございます。右端の列の上から２行目にな

ります。 

 続きまして、３２９、３３０ページをお開きください。 

 剰余金計算書についてご説明申し上げます。この計算書は、剰余金がその年度中にどのように増減、

変動したのかの内容をあらわす報告書でございます。まず、３２９ページの表の上から２段目の資本剰

余金でございますが、表中の右端、上段の資本剰余金合計の前年度末残高が７,１２５万８,５４４円で、

当年度中の増減はありませんでしたので、当年度末残高は右端 下段のとおり同額でございます。 

 次に、３３０ページの利益剰余金についてでございますが、表の右端から３列目、前年度末未処分利

益剰余金、上から１行目、５億３,３５９万８,７８６円につきましては、減債積立金へ６,３５４

万２,６４２円の積み立てと、残額の４億７,００５万６,１４４円を資本金へ組み入れました。７行目

の処分後の残高は、左列から、減債積立金４億３,４４８万９,８５３円、利益積立金２,０００万円、

建設改良積立金１億７,６８６万５,６２３円となりました。また、右から３列目の一番下、当年度末の

未処分利益剰余金は７,４１６万５,８５５円となり、右から２列目の一番下、当年度末の利益剰余金合

計残高は７億５５２万１,３３１円となりました。 

 続きまして３３１ページをお開きください。 

 平成２７年度上三川町水道事業剰余金処分計算書（案）についてでございますが、表の右端の２行目、

当年度未処分利益剰余金７,４１６万５,８５５円の処分につきましては、議会の議決案件となってござ

います。処分内容は、当年度純利益７,４１６万５,８５５円を減債積立金へ積み立てるものでございま

す。 

 次に、３３２ページのキャッシュフロー計算書についてご説明申し上げます。 

 キャッシュフロー計算書とは、企業の一定期間内における実際の現金預金の流れをあらわしたもので

ございます。１の業務活動によるキャッシュフローは、本業によって得たキャッシュフローをあらわし

ますが、いわゆる、主に水道料金と維持管理費の収支で得た３億２,３９１万８,５９６円でございま

す。２の投資活動によるキャッシュフローでございますが、本業で得たキャッシュをどのように投資に

充てたかをあらわすもので、マイナス９,７３４万５６９円でございます。３の財政活動によるキャッ

シュフローでございますが、財務活動によりどれだけ増減したかをあらわし、主に借入金等の返済や増

加などでマイナス８,１２１万４,５７８円でございます。平成２７年度末の資金増減額は、４の１

億４,５３６万３,４４９円となり、昨年度末残高と合わせました６の資金期末残高は１７億６,６９０

万３,１１０円でございます。 

 続きまして、３３３ページをお開きください。 

 貸借対照表についてご説明申し上げます。この表は水道事業の財政状況を明らかにするため、２７年

度末における全ての資産、負債及び資本を総括的に示すものでございます。まず、資産の部でございま

すが、１の固定資産では、（１）の有形固定資産、（２）の無形固定資産との合計が、一番右の列の中

下段になりますが、８０億２,１５７万２,３２１円となりました。２の流動資産合計は、一番右の列の

下から２段目となりますが、１８億７１１万４,９３６円で、固定資産と流動資産を合わせた資産合計

は、右端の列の一番下、９８億２,８６８万７,２５７円となりました。 
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 次の３３４ページに移ります。負債の部についてでございますが、３の固定負債の合計が、一番右の

列の上段になりますが、１７億５,１９１万３,５５９円となりました。次に４の流動負債の合計は、一

番右の列の上から２段目になりますが、１億７,０９１万５,１０９円となりました。次に５の繰延収益

の合計は、一番右の列の上から３段目になりますが、１７億３,５５１万４,７７１円で、３の固定負債

と４の流動負債、５の繰延収益を合わせた負債合計は、一番右の列の上から４段目になりますが、３６

億５,８３４万３,４３９円となりました。 

 次に資本の部でございますが、６の資本金合計は、一番右の列の上から５段目になりますが、５３

億９,３５６万３,９４３円となりました。増加の要因につきましては、一般会計からの出資

金４,２００万円のほか、平成２６年度の会計制度見直しにより生じました未処分利益剰余金を資本金

に組み入れたためでございます。次に、７の剰余金につきましては、さきの剰余金計算書でご説明申し

上げましたとおり、資本剰余金が、真ん中の列の 下段になりますが、７,１２５万８,５４４円でござ

います。 

 次のページ、３３５ページをお開きください。 

 利益剰余金の合計は、真ん中の列の下から４段目になりますが、７億５５２万１,３３１円となり、

資本剰余金と利益剰余金を合わせた剰余金の合計は、一番右の列の１段目になりますが、７

億７,６７７万９,８７５円となりました。６の資本金、７の剰余金を合わせた資本合計は、一番右の列

の２段目になりますが、６１億７,０３４万３,８１８円となりました。また、資本合計と負債合計を合

わせた負債資本合計は、一番右列の 下段になりますが、９８億２,８６８万７,２５７円となり、この

額は、２ページ前の３３３ページの資産合計と同額になるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、ここで監査委員の審査意見を求めます。 

 舘野代表監査委員。 

（代表監査委員 舘野治信君 登壇） 

○代表監査委員【舘野治信君】 お手元の「平成２７年度上三川町一般会計、特別会計歳入歳出決算及

び水道事業会計決算並びに基金運用状況等の審査意見書」についてご報告を申し上げます。 

 朗読を省きまして主な内容についてご説明いたしますので、ご了承いただきたいと思います。 

 意見書の１ページになります。１の審査の対象から４の審査の結果ですが、審査対象は、平成２７年

度の一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算書、事項別明細書等であります。 

 審査は、事前の書類審査の後、８月１７日、１８日の２日間、石﨑監査委員とともに各課ヒアリング

を行いました。 

 審査の方法でございますが、決算関係帳簿のほか、内容確認のため、関係職員に対する質問と、平

成２７、２８年度の例月現金出納検査及び平成２７年度の定例監査の結果等も参考にいたしました。 

 審査の結果につきましては、一般会計、特別会計の決算書、帳簿類を照合したところ正確であり、そ

れぞれの目的に従って執行され、内容も適正であると認められました。 

 水道事業会計決算につきましても、決算関係帳簿を審査した結果、内容も適正なものと認められまし

た。また、財産に関する調書についても適正に処理されておりました。 
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 本町の財政全般を見た場合、財政指標はおおむね、よい値を示し、また、起債残高も減少してきてお

ります。しかしながら、７０.１％を示した経常収支比率は法人町民税の増加によるものであり、一転、

減収となれば、また高い数値を示す恐れがあると思われます。 

 今後も適正な数値が維持できるよう、歳入を中期的に予測し、計画的な財政運営を図っていただきた

いと思います。 

 国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業については、給付費が年々増加しており、事

業の健全な運営のためには、これを抑制する必要があると思われます。より効果的な先進地域のさまざ

まな取り組みを研究し、健康づくり、病気・介護予防等の事業の推進に大いに期待をしております。 

 さらに、歳入においては、収入済額と予算現額の著しい差異が見受けられますので、適切な時期に適

宜、予算の補正をしていただきたいと思います。 

 また、歳出においては過大な見積もりと思われる予算の補正の結果、多額の不用額を生じている場合

がありますので、支出額をより的確に予測するとともに、積算根拠を明確にし、適切な予算執行に努め

ていただきたいと思います。 

 ２ページでございます。 

 ５の決算概要についてご説明いたします。（１）の総括でございます。一般会計と特別会計を合わせ

た予算は、当初１６９億４００万円が組まれ、その後の補正予算により１９１億９,３７２万８,０００

円となっております。決算額は、一般会計と各特別会計を合わせ、歳入総額で１９５億３,６１８

万３４円に、歳出総額で１８５億６,９６５万９６４円となっております。実質収支については、各会

計いずれも黒字決算を計上しております。 

 なお、各会計の決算額は表１のとおりでございます。 

 ３ページでございます。（２）の一般会計についてご説明します。一般会計は、歳入総額１１９

億２,９４０万１,６１３円、歳出総額１１３億３６１万４,５３９円で、実質収支額は５億６,８０２

万４,３７２円となっております。 

 ①の歳入について見ますと、１１９億２,９４０万１,６１３円で、前年度比では１３億８,５１０

万１,５１９円の増となっております。自主財源は８４億７,１６３万８０４円で、構成比で７１.０％

を占め、うち町税は７６億３,６４５万２,５４０円であります。徴収率は９７.２％で、前年度と比較

しますと０.８ポイント上昇しておりますが、徴収率のさらなる向上に努力を求めるものであります。 

 ４ページでございます。②の歳出でございますが、１１３億３６１万４,５３９円で、前年度比で

は１３億１,８３７万５,１４３円の増となっております。構成比では、民生費３０.３％、総務

費２３.１％、教育費１０.４％が上位を占めております。 

 ５ページでございます。（３）の特別会計についてご説明申し上げます。 

 ①の国民健康保険事業につきましては、歳入総額は３８億９,２００万７,０８０円、歳出総額は３７

億４,２１５万９,９００円で、歳入歳出差引額は１億４,９８４万７,１８０円となっております。歳入

の保険税の徴収率は７２.６％で、前年度と比較しますと１.３ポイント低下しております。 

 歳出の保険給付費は、前年度と比較しますと９,３６２万４,０６３円の増となっております。引き続

き、保険税の収入未済額の解消、徴収率の向上、また、毎年増加している保険給付費の抑制に努力を求
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めるものであります。 

 ②の介護保険事業につきましては、歳入総額１９億７,７０６万６,１７９円、歳出総額は１８

億３,７６５万７,６００円で、歳入歳出差引額は１億３,９４０万８,５７９円となっております。保険

料の収入未済額が年々増加しておりますので、要因を分析し解消に向け努力を求めるものであります。 

 ③の後期高齢者医療につきましては、歳入総額は２億１,５２５万３,４３０円、歳出総額は２

億８５０万１,７９４円、歳入歳出差引額は６７５万１,６３６円となっております。保険料の収入未済

額が前年度に比べ倍増しておりますので、要因を詳細に分析し、解消に向けさらなる努力を求めるもの

であります。 

 ６ページでございます。④の公共下水道事業につきましては、歳入総額１２億４２０万７,３９９円、

歳出総額１１億７,２６２万２,０２５円、歳入歳出差引額は３,１５８万５,３７４円となっております。

公共下水道の普及率は７４.３％、接続率は９０.８％であり、今後もそれぞれの率の向上を求めるもの

であります。 

 ⑤の農業集落排水事業でございます。歳入総額は３億１,８２４万４,３３３円、歳出総額は３

億５０９万５,１０６円、歳入歳出差引額は１,３１４万９,２２７円となっております。農業集落排

水４処理地区間の接続率には大きな格差があります。接続率の低い地区への対策が必要と思われます。 

 （４）水道事業会計についてご説明申し上げます。収益的収支では、純利益が７,４１６万５,８５５

円でありますが、今後も配水管布設工事、企業債元利償還があることから、給水区域内の接続推進に努

め、健全経営への努力が必要と思われます。給水状況は、給水人口が２万７,３３０人で、行政区域内

普及率は８７.０％となっております。普及率、給水原価はまだ改善の余地があると思われますので、

一層の努力を求めるものであります。 

 ８ページをごらんください。（５）の財産について説明します。まず、①の土地及び建物についてで

ありますが、土地は９３万１,６７８㎡で、大山保育所敷地面積訂正により前年度より１０９㎡の増、

建物は１０万２,０３３㎡で、上三川小学校体育館解体により前年度より１,００２㎡の減がありました。

②の基金でございますが、平成２７年度末現在、基金として積み立てがあるものは１２基金で、５３

億８,２９７万３,９２２円で、前年度より１８億７,９１４万７,７３４円の増となっております。 

 （６）の町債の状況についてご説明します。平成２７年度末の町債残高は、一般会計７１

億９,１１５万３,０００円、公共下水道事業特別会計５８億６,１９４万３,０００円、農業集落排水事

業特別会計３０億９,６２８万２,０００円。また、水道事業会計における企業債残高は１８

億４,１６７万円となっております。 

 一般会計、特別会計、水道事業会計を合計した町債・企業債の残高は１７９億９,１０４万８,０００

円、前年度と比較しますと１０億７,４９６万４,０００円の減となっております。 

 引き続き適切な管理をお願いいたします。 

 ９ページでございます。（７）財政指標の状況についてご説明いたします。①の財政力指数は３カ年

平均で前年度同様０.９１３でございます。 

 なお、単年度ベースでは０.９１８で、前年度より０.００７ポイント上昇しております。 

 ②の経常収支比率は７０.１％で、前年度よりも２１.０ポイント低下しております。 
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 ③の実質公債費比率は６.４％で、前年度より１.１ポイント低下しております。 

 ④の将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、算定されませんでした。 

 以上、決算審査の概要でございます。 

 決算審査の詳細につきましては、審査意見書をご参照いただきたいと思います。 

 後に、先ほど述べましたとおり、経常収支比率が大幅に改善するなど財政指標はよい値を示してお

り、財政状況が好転してきているように見えますが、一転して町税収入が減り、このまま扶助費等の経

常経費が増加し続けると、財政運営の硬直化を招き、一気に暗転する恐れがあります。 

 中期的計画に基づいた歳入確保、また、社会環境のニーズの変化に対応しながら、スクラップ・アン

ド・ビルドを基本とした適正な事業の取捨選択による歳出削減の対策を講じ、将来を見据えた安定した

財政運営が図られることをお願いしまして、決算審査の報告を終わります。 

○議長【津野田重一君】 これから質疑を行います。 

 初に、議案第５３号「平成２７年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について」の質疑をお願

いいたします。６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 今、決算の報告を受けていまして、決算書の５ページ、６ページについてちょ

っと疑義が生じたものですから質問させていただきます。 

 第１９款諸収入、３項貸付金元利収入、これらの欄の数字を見ますと、現予算額が１２万２,０００

円、調定済額が３,０５１万９,０４６円、収入済額が１０万円ときわめて低い徴収率であり、収入未済

額が３,０４１万９,０４６円となっておりますが、これらの数字、決算状況についてご説明願いたいと

思います。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 ご説明いたします。 

 こちらにつきましては、住宅新築資金貸付元利収入の滞納分であります。住宅新築資金ということで、

同和対策事業におきまして、住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金、こちらの３つについて貸し

付けを行ったことに対する滞納分がございまして、それについて、２７年度については１人の方か

ら１０万円、収入されております。滞納分ということで、生活保護を受けている方とか、生活困難な方

もおりまして、なかなか滞納整理が進まない状況にあります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 ６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 何件くらい、何人くらいの人に貸し付けを、主にいつごろの時期にしているの

かということ。そして、この決算書の数字というのは、ここ、私が知る限り何年間同じような数字で、

収入済額が１０万円程度と、調定額、予算額が１２万２,０００円と、こうした中で、この数字がいつ

まで、どのように決算書に載ってくるのか、不納欠損処分というのは税と同じようにできないのか。私

が思うところ、これは延々とこれから先もずっとこの数字が残っていくのではないかと思うのですが、

何か対処方法はないのか、その辺のところを質問いたします。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 これにつきましては、住宅新築資金の貸し付けにつきましては、５件、５
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人の方、住宅改修資金につきましては１件、１人の方、宅地取得資金につきましては６件、６人の方で

ございます。議員のご指摘がありますように、この件につきましては、現在、１人の方が数年間、納め

ておりますので、同じような数字が出ているのはご存じのとおりだと思います。これにつきまして、滞

納整理ということで不納欠損ということなのですけれども、今現在、一人の方でもお支払いしている方

がある状況の中で、ほかの方について、そういった整理をしてしまうと、今現在納めている方もそうい

った意欲がなくなってしまうということから、現在は納めている方に今後も納めていただく、さらに、

生活困窮の方もいるのですけれども、そういった方に何らかの状況の変化がございましたときには、そ

ちらにも納めていただくようなことで今、進めているような状況です。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 ６番、志鳥勝則君。 

○６番【志鳥勝則君】 私が思うのは、今、説明を受けたような状況だと、この数字が永遠に残ってい

くのではないかと心配しているわけなんです。何か対処方法はないのかとか、そういったことでまた担

当課としても、徴収努力はどの程度しているのかということでちょっと疑問な部分があるのですが、今

後とも、これらの数字が、この決算書にこのような数字で残らないように、何か検討を重ねていっても

らいたいということで要望として終わらせていただきます。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで議案第５３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５４号「平成２７年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」から議案第５９号「平成２７年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」ま

でにつきましては、一括質疑でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで議案第５４号から議案第５９号までの質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の議案第５３号から議案第５９号までにつきましては、議会運営

委員長報告のとおり、決算特別委員会を設置して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、決算特別委員会を設置し、これに付託し、

審査することに決定いたしました。 

 委員の定数につきましては、各常任委員会から３人の計６人及び副議長とし、７人をもって構成した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、委員の定数は７人と決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで、各常任委員会からの委員選考のため、暫時休憩いたします。 

 この間に各常任委員会で協議し、３人の委員を選考してください。 

午後１時３９分 休憩 
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午後１時４２分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 決算特別委員会委員の各常任委員会における選考結果につきまして、これよ

り順次、委員長からの報告を求めます。 

 総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、７番、髙橋正昭君。 

○７番・総務文教常任委員長【髙橋正昭君】 総務文教からは、髙橋正昭、松本 清、稲見敏夫と決定

しました。 

○議長【津野田重一君】 産業厚生常任委員長の報告を求めます。 

 産業厚生常任委員長、８番、稲川 洋君。 

○８番・産業厚生常任委員長【稲川 洋君】 産業厚生常任委員会からは、委員長稲川 洋、副委員長

稲葉 弘、それに神藤昭彦委員が特別委員のメンバーとして決定しました。 

○議長【津野田重一君】 決算特別委員会委員の選任についてお諮りいたします。 

 総務文教常任委員会、髙橋正昭君、松本 清君、稲見敏夫君、産業厚生常任委員会、稲川 洋君、稲

葉 弘君、神藤昭彦君、以上６人に副議長を加え、７人の委員を指名したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、ただいまの指名のとおり委員を選任する

ことに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで決算特別委員会の正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。委員

に選任された方は応接室にお集まりください。 

午後１時４４分 休憩 

 

午後１時４８分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 正副委員長の互選の結果について、代表者の報告を求めます。１５番、副議長

田村 稔君。 

○１５番【田村 稔君】 委員長に稲川 洋議員、副委員長に髙橋正昭議員と決定いたしました。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ただいまの報告のとおり、委員長に稲川 洋君、副委員長に髙橋正昭君と決

定いたしました。 

 お諮りいたします。会議規則第４６条第１項の規定により常任委員会に付託しました議案第４７号及

び議案第４８号については９月１２日までに、決算特別委員会に付託しました議案第５３号から議案
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第５９号までについては９月１５日までに審査を終了するよう、それぞれ期限をつけることにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、議案第４７号及び議案第４８号について

は９月１２日までに、議案第５３号から議案第５９号までについては９月１５日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 本日はこれで散会といたします。ご苦労さまでした。 

 なお、明日、明後日は休会とし、５日は午前１０時から一般質問を行います。ご苦労さまです。 

午後１時５０分 散会 


